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「給与所得控除」の合計額）は 178 万円以上となる。 

 

（参考）基礎控除の特例 

給与収入 現行 改正後 

200 万円相当まで 37 万円（恒久措置） 
42 万円 

（うち 37 万円は恒久措置） 

200 万円相当から 

475 万円相当まで 
30 万円 42 万円 

475 万円相当から 

665 万円相当まで 
10 万円 42 万円 

665 万円相当から 

850 万円相当まで 
５万円 ５万円 

 

（２）税制上の基準額の点検・見直し 

 物価の上昇を踏まえ、税制における長年据え置かれたままの基準額について、

省庁横断的・網羅的に行った点検の結果をもとに、見直しを行う。食事支給や

マイカー通勤の通勤手当に係る所得税非課税限度額、中小企業者等が取得時に

全額損金算入できる減価償却資産の取得価額、厚生農業協同組合連合会が行う

医療保健業における差額ベッド料金等の基準額を引き上げる。その他の基準額

も含め、税制上の基準額については、今後とも各措置の期限到来時や各年度の

税制改正の中で、適時に必要な見直しを検討する。 

 

２．「強い経済」の実現に向けた対応 

（１）成長投資拡大に向けた環境整備 

① 大胆な設備投資の促進に向けた税制措置 

危機管理投資・成長投資による「強い経済」を実現するためには、企業が大

胆な設備投資を行い、新たな付加価値の創出と生産性向上による果実が賃上げ

につながる好循環をより強固なものとし、こうした好循環を海外市場と結びつ

けることで、グローバル市場で稼ぐ力を強化していくことが極めて重要である。

近年、国内設備投資は増加傾向にあるが、こうした基調を加速させ、足元の供

★
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給力不足を解消し、人口減少下でも拡大する内需が成長を牽引するとともに、

世界にとって不可欠な製品・サービスの輸出を拡大することにより、中長期的

な経済成長を実現していく。 

こうした考え方の下、国内における高付加価値化型の設備投資を促進する観

点から、大胆な設備投資の促進に向けた税制を創設する。具体的には、全ての

業種を対象とし、既存の税制では対象とならないような大規模かつ高付加価値

の投資を推進する（建物を含め、投資下限額 35 億円以上（中小企業者等につ

いては５億円以上）及びＲＯＩ水準 15％の高い基準を満たす設備投資に対し、

即時償却又は高い税額控除率を適用する。）。 

また、輸出入取引に係る条件の著しい変化など事業環境の急激な変化による

影響への対応を行うための計画の認定を受けた事業者については、最大３年間

の繰越税額控除を可能とする。 

 

② 研究開発税制の拡充 

研究開発投資は、経済成長を加速させ、社会課題解決の推進力となるイノベ

ーションの源泉である。企業の研究開発投資の規模拡大や質の向上は、「強い

経済」を実現する上で、極めて重要な意味を持つ。 

近年、デジタル革命の下で、巨大な資本を有するプレイヤーの登場により、

科学からビジネスに至るまでのスピードが加速化している。このような、「科

学とビジネスの近接化」の時代においては、科学とビジネスの好循環を官民挙

げて作り出せるかどうかが、国力や産業競争力を決する鍵となる。  

こうした考え方の下、国家戦略として重要な技術領域への企業の研究開発を

促す観点から、研究開発税制において、新たに「戦略技術領域型」を創設し、

産業技術力強化法の重点産業技術（仮称）（ＡＩ・先端ロボット、量子、半導

体・通信、バイオ・ヘルスケア、フュージョンエネルギー、宇宙）に係る試験

研究費について、既存の措置と別枠の税額控除率・控除上限を設定する。あわ

せて、当該技術に係る認定を受けた研究開発機関と企業の共同・委託研究につ

いても同様に高い税額控除率を設ける。さらに、これらについて３年間の繰越

税額控除を設けるなど、制度を抜本的に強化する。 

また、試験研究費を増加させるインセンティブを更に強化する観点から、一
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三 法人課税 

１ 税制上の基準額の点検・見直し 

（国 税） 

（1）中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、対

象となる減価償却資産の取得価額を 40 万円未満（現行：30 万円未満）に引き

上げる（所得税についても同様とする。）。 

（2）公益法人等の収益事業に係る課税について、関係法令の改正を前提に、収益

事業から除外される公的医療機関に該当する病院等を設置する農業協同組合連

合会が行う医療保健業の要件のうち特別の療養環境に係る病床の病室差額料に

係る要件における特別の療養環境に係る病床の病室差額料の平均額を、１万円

以下（現行：5,000 円以下）に引き上げる。 

２ 「強い経済」の実現に向けた対応 

（国 税） 

（1）特定生産性向上設備等投資促進税制の創設 

産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告書を提出する法人が、生産等設

備を構成する機械装置、工具、器具備品、建物、建物附属設備、構築物及びソ

フトウエア（一定の規模以上のものに限る。）で、特定生産性向上設備等（仮

称）（その法人が同法の改正法の施行の日から令和 11 年３月 31 日までの間に

経済産業大臣の確認を受けたものに限る。）に該当するもの（以下「特定機械

装置等」という。）の取得等をし、これを国内にあるその法人の事業の用（貸

付けの用を除く。）に供した場合（その確認を受けた日から同日以後５年を経

過する日までの期間内に、特定機械装置等の取得等をし、その事業の用に供し

た場合に限る。）には、その事業の用に供した日を含む事業年度においてその

特定機械装置等について普通償却限度額との合計でその取得価額までの特別償

却（即時償却）とその取得価額の７％（建物、建物附属設備及び構築物につい

ては、４％）の税額控除との選択適用ができることとする。ただし、税額控除

における控除税額は当期の法人税額の 20％を上限とし、控除限度超過額は３

年間の繰越しができることとする（所得税についても同様とする。）。 

（注１）上記の「生産等設備」とは、その法人の事業の用に直接供される減価償

却資産で構成されているものをいう。なお、事務用器具備品、本店、寄宿

★
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舎等の建物、福利厚生施設等は該当しない。 

（注２）上記の「一定の規模以上のもの」とは、それぞれ次のものをいう。 

① 機械装置 １台又は１基の取得価額が 160 万円以上のもの 

② 工具及び器具備品 それぞれ１台又は１基の取得価額が 120 万円以上

のもの（それぞれ１台又は１基の取得価額が 40 万円以上で、かつ、一

事業年度におけるその取得価額の合計額が 120 万円以上のものを含む。） 

③ 建物 一の取得価額が 1,000 万円以上のもの 

④ 建物附属設備及び構築物 それぞれ一の取得価額が 120 万円以上のも

の（建物附属設備については、一の取得価額が 60 万円以上で、かつ、

一事業年度におけるその取得価額の合計額が 120 万円以上のものを含

む。） 

⑤ ソフトウエア 一の取得価額が 70 万円以上のもの 

（注３）上記の「特定生産性向上設備等」とは、産業競争力強化法の生産性向上

設備等のうち、次の基準に適合することについて経済産業大臣の確認を受

けたものをいう。 

① 生産性向上設備等の導入に係る投資計画に記載された生産等設備を構

成する生産性向上設備等の取得価額の合計額が 35 億円以上（中小企業

者又は農業協同組合等については、５億円以上）であること。 

② 生産性向上設備等の導入に係る投資計画における年平均の投資利益率

が 15％以上となることが見込まれるものであること。 

③ 生産性向上設備等の導入に係る投資計画にその実現に必要な資金調達

手段が記載されていること。 

④ 生産性向上設備等の導入に係る投資計画が取締役会等の適切な機関の

意思決定に基づくものであること。 

⑤ 上記のほか、生産性向上設備等の導入がその法人の設備投資を増加さ

せるものであること等の要件を満たすものであること。 

（注４）上記の「取得等」とは、取得（その製作又は建設の後事業の用に供され

たことのないものの取得に限る。以下同じ。）又は製作若しくは建設をい

い、建物にあっては改修（増築、改築、修繕又は模様替をいう。）のため

の工事による取得又は建設を含む。 
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（注５）控除限度超過額の繰越控除は、産業競争力強化法の改正法の施行の日か

ら令和 11 年３月 31 日までの間に予見し難い国際経済事情の急激な変化に

対応するための計画について産業競争力強化法の認定を受けた法人（繰越

控除の適用を受けようとする事業年度終了の日までに、その認定を取り消

された法人又はその認定に係る計画の計画期間が終了した法人を除く。）

で予見し難い国際経済事情の急激な変化への対応を確実に実施しているこ

とについて経済産業大臣の確認を受けたものに限り、適用できることとす

る。 

（注６）中小企業者（適用除外事業者に該当するものを除く。）又は農業協同組

合等以外の法人の所得の金額が前期の所得の金額を超える一定の事業年度

で、かつ、次のいずれかに該当しない事業年度においては、本制度（繰越

税額控除制度を除く。）を適用しないこととする。 

① 継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加

割合が１％以上（資本金の額等が 10 億円以上であり、かつ、常時使用

する従業員の数が 1,000 人以上である場合又は常時使用する従業員の数

が 2,000 人を超える場合には、２％以上）であること。 

② 国内設備投資額が当期償却費総額の 30％（資本金の額等が 10 億円以

上であり、かつ、常時使用する従業員の数が 1,000 人以上である場合又

は常時使用する従業員の数が 2,000 人を超える場合には、40％）を超え

ること。 

（注７）特定生産性向上設備等に係る投資計画の確認を受けた法人については、

その投資計画の期間中においては、次の制度（②の制度のうち繰越税額控

除制度を除く。）の適用を受けることができないこととする。 

① 地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した

場合の特別償却又は税額控除制度 

② 中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は

税額控除制度（中小企業経営強化税制） 

③ カーボンニュートラルに向けた投資促進税制 

（2）研究開発税制について、次の見直しを行う（所得税についても同様とする。）。 

① 重点産業技術試験研究費の額に係る税額控除制度の創設 
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れているものをいう。 

（注４）上記の明らかにする書類の保存が法令の定めに従って行われていないこ

とは、青色申告の承認の取消事由等となる。 

（2）投資簿価修正制度における調整勘定対応金額の加算措置について、通算完全

支配関係発生日以前に離脱法人の株式の譲渡をした場合の調整勘定対応金額の

調整の対象となる譲渡から、全部取得条項付種類株式に係る取得決議による完

全子法人化の際の離脱法人の株式の譲渡を除外する。 

（注）上記の取得決議により交付を受けた上記の離脱法人の株式の価額がその譲

渡をした株式の価額とおおむね同額となっていないと認められる場合を除く。 

（3）次の場合において、その移行又は転用に係る資産及び負債のその移行時又は

転用時における帳簿記載金額を基礎として、その移行後又は転用後の各事業年

度における所得の金額の計算を行うことが明らかとなるよう規定を整備するほ

か、減価償却資産の償却の方法等について所要の措置を講ずる。 

① 公共法人又は公益法人等が普通法人又は協同組合等に移行する場合 

② 公共法人が収益事業を行う公益法人等に移行する場合 

③ 内国法人である公益法人等又は人格のない社団等のその収益事業以外の事

業に属していた資産及び負債がその収益事業に属する資産及び負債に転用さ

れた場合 

５ その他の租税特別措置等 

（国 税） 

〔拡充等〕 

（1）カーボンニュートラルに向けた投資促進税制について、特別償却率及び税額

控除率を次のとおり見直した上、その適用期限を２年延長する（所得税につい

ても同様とする。）。 

① 中小企業者（適用除外事業者に該当するものを除く。以下同じ。） 特定

認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された次の炭素生産性

向上率の区分に応じそれぞれ次の率 

イ 炭素生産性向上率 22％以上（現行：17％以上） 特別償却率 30％（現

行：50％）又は税額控除率 10％（現行：14％） 

ロ 炭素生産性向上率 17％以上 22％未満（現行：10％以上 17％未満） 特

★
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別償却率 30％（現行：50％）又は税額控除率５％（現行：10％） 

② 中小企業者以外の法人 特定認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計

画に記載された次の炭素生産性向上率の区分に応じそれぞれ次の率 

イ 炭素生産性向上率 25％以上（現行：20％以上） 特別償却率 30％（現

行：50％）又は税額控除率８％（現行：10％） 

ロ 炭素生産性向上率 20％以上 25％未満（現行：15％以上 20％未満） 特

別償却率 30％（現行：50％）又は税額控除率３％（現行：５％） 

（注１）特定大企業（一定のサプライチェーン連携を実施している中小企業者

以外の法人をいう。以下同じ。）の炭素生産性向上率については、その

炭素生産性向上率を現行どおりとした上で、上記イ又はロの特別償却率

又は税額控除率を適用する。 

（注２）上記の「一定のサプライチェーン連携」とは、連携企業（特定大企業

のサプライチェーン上の国内の中小企業者をいい、グループ会社を除く。

以下同じ。）のエネルギー起源二酸化炭素排出量の削減を目指す取組の

うち次の要件の全てに該当するものをいう。 

イ 連携企業への支援により、その連携企業に対する取引量を減らさず

にその連携企業の炭素生産性を事業所単位で 30％以上向上させる計

画を立てること。 

ロ 連携企業とその計画に関する費用負担を行うこと等を明記した一定

の合意書を締結していること。 

ハ 特定大企業に追加の費用負担が発生するものであって、連携企業の

排出量削減に資する内容であること。 

ニ 連携企業が自身のエネルギー起源二酸化炭素の排出削減量を算定す

ること。 

（2）マンションの建替え等の円滑化に関する法律の改正に伴い、次の措置を講ず

る。 

① 法人の一般の土地譲渡益に対する追加課税制度の適用除外措置（優良住宅

地の造成等のための譲渡等に係る適用除外）について、次の措置を講ずる。 

イ 対象となるマンション建替事業の施行者に対する土地等の譲渡について、

次の措置を講ずる。 
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